
 

 

 

市第 175 号議案 中区南本牧所在市有土地の処分 

 

１ 要旨 

港湾法が改正され、国際コンテナ戦略港湾の国際海上貨物輸送網の拠点となる

荷さばき地を国が整備し、低廉な価格で特例港湾運営会社（横浜港埠頭株式会社）

に貸付けることが可能となりました。これを受け、本市は国と協議を進め、我が

国を代表する最新鋭の南本牧ふ頭 MC－３コンテナターミナル荷さばき用地の整

備にこの制度を導入することとし、中区南本牧所在の市有土地を国に売り払いま

す。 

 

２ 市有土地の概要 

所 在 中区南本牧７番の４ 

地 目 宅地 

地 積 １１８,４９３.０１㎡ 

単 価 １０７,６００円／㎡ 

金 額 １２,７４９,８４７,８７６円 

 

３ 処分の相手先及び利用用途 

（１）処分の相手先 

国（国土交通省関東地方整備局） 

（２）利用用途 

南本牧ふ頭ＭＣ－３コンテナターミナルの荷さばき地 

 

【参考】南本牧ふ頭ＭＣ－３コンテナターミナルの概要 

     

ＭＣ－１ ＭＣ－２ 

ＭＣ－４ ＭＣ－３ 

経済・港湾委員会資料

平成 25 年２月 20 日

港 湾 局

岸壁延長  ：   400ｍ 

岸壁水深  ：  －20ｍ 

供用開始予定：平成 26 年 

南本牧ふ頭 

売り払う市有土地 
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中区南本牧所在市有土地処分位置図 

 


